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●これから必要なお金（家計）

●あなたの本当の資産額はいくら

●大切なお金の管理方法① 住宅ローン

●大切なお金の管理方法② 生命保険見直しシート

●大切なお金の管理方法③ 損害保険見直しシート

●人生のイベント表

●年金ワザ①

●年金ワザ②

●雇用保険・健康保険の手続き

●雇用保険（失業保険）

●健康保険

●介護保険

●退職金と確定拠出年金の受け取り方

人生100年時代に向けて、
一緒にマネープランについて
考えてみませんか。

安心して豊かなセカンドライフ充実期を迎え

ていただけるようにこの冊子は工夫をしてい

ます。現在の状況を「見える化」した後、今後

の「働き方などのライフプラン」や「資産をど

のように活用したらいいのか」をじっくり考え

てみましょう。

また、セカンドライフの不安は「わからないこ

と」を解決することで解消されます。「わからな

いこと」や「不安」は、お気軽に北海道銀行

までご相談・お問い合わせください。
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●お金の運用① 4つに分けて商品を選ぶ
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●お金の運用③ ＮＩＳＡの活用

※本誌は2023年11月現在の情報に基づいて制作されたものです。



「セカンドライフ」編 人生のイベント表

●セカンドライフにかかるお金を書き出してみましょう

①住宅購入リフォーム

81歳 82歳 83歳 84歳 85歳 86歳 87歳 88歳 89歳 90歳 91歳 92歳 93歳 94歳 95歳 96歳 97歳 98歳 99歳 100歳

②車・家電の買換え

セカンドライフをイメージしてみましょう。

60歳夫の年齢
妻の年齢

収入合計
家族の
イベント

支出合計
貯蓄残高

歳
61歳
歳

62歳
歳

63歳
歳

64歳
歳

65歳
歳

66歳
歳

67歳
歳

68歳
歳

69歳
歳

70歳
歳

71歳
歳

72歳
歳

73歳
歳

74歳
歳

75歳
歳

76歳
歳

77歳
歳

78歳
歳

79歳
歳

80歳
歳

夫の年齢
妻の年齢

収入合計
家族の
イベント

支出合計
貯蓄残高

歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

③子・孫の結婚・子育て援助

④その他

必ず行いたいこと

できれば行いたいこと

特別なイベント（時期・予算） 楽しいことに使うお金



「セカンドライフ」編 年金ワザ②

63歳 65歳

●注意点
・報酬比例部分には繰下げのしくみがないため、受給せずに5年経過すると時効で受給できない可能性がある
・繰下げ受給しても加給年金額や振替加算額は増額にならない
・加給年金がもらえる人の場合、老齢基礎年金を繰下げても加給年金をもらえるが、老齢厚生年金を繰下げると加給年金は
もらえなくなる
・夫が老齢厚生年金を繰下げた場合に、夫の死亡後に妻がもらう遺族年金は増えない（繰下げしなかった場合と同額）
・年金の受給額は増えるが、税金・社会保険料も増える

・加給年金額や振替加算額は受給権者が65歳に達するまでは加算されない
・繰上げ受給の老齢基礎年金を受けると、「寡婦年金」の受給権は消滅し、原則「障害基礎年金」は支給されない
・65歳になるまでに遺族厚生年金が発生した場合、老齢年金と遺族年金は選択になる

繰上げ受給

●注意点

繰下げ受給

老齢厚生年金
老齢基礎年金

60歳
老齢厚生年金
老齢基礎年金同時に繰上げ｛ 老齢厚生年金（減額）

老齢基礎年金（減額）

65歳

65歳 70歳または75歳

老齢厚生年金
老齢基礎年金

報酬比例部分 別々に繰下げ
可能 ｛ 老齢厚生年金（増額）

老齢基礎年金（増額）

週の

（※1）2024年10月から51人以上

（※1）

年金の支給開始は原則65歳ですが、希望すれば
60～　　　　　　　 の範囲で月単位の
選択ができます。

働きながらでも年金はもらえます。

37 女

働くと年金は減額されますが、手取り収入は増えます。
老齢基礎年金は給与額にかかわらず全額支給されます。

65歳より早くもらう（繰上げ受給する）と年金額は一生減額
（1ヵ月あたり0.4％減 ： 昭和37年4月2日以降生まれ ※昭和37年4月1日以前生まれは0.5％減）します。
66歳以降にもらう（繰下げ受給する）と年金額は一生増額（1ヵ月あたり0.7％増）します。

「セカンドライフ」編 年金ワザ① 「セカンドライフ」編 年金ワザ②

例

例

報酬比例部分

報酬比例部分

（生年月日による）

48

65歳前：報酬比例部分と定額部分を合計
65歳以上：老齢厚生年金のみ

本人の

※ご夫婦の状況により住民票等が必要な場合がありますので、年金事務所等にご確認のうえ、ご用意されることをお勧めします。

※個人番号（マイナンバー）を記入しない（できない）方は上記必要書類の他に（マイナンバーカードを除く）、「住民票」、「年金手帳」または
　「基礎年金番号通知書」、「所得証明書」等の添付が必要になります。

※1

前日 。※1

本人の顔写真付き証明書（運転免許証等）
（マイナンバーカードの提示がない場合）

70歳（昭和27年4月1日以前生まれ）
75歳（昭和27年4月2日以降生まれ）



「セカンドライフ」編 雇用保険・健康保険の手続き

退
職

継続雇用

再就職

起業

求職活動

基本手当はもらえない
働かない

雇用延長や再雇用で
同じ会社に勤務

60歳到達時に比べ賃金が75％未満に下がった

失業等給付の基本手当を受けていない人対象
※雇用先によっては本人が申し出ないと受給でき
ないケースがある
※雇用保険の被保険者期間が5年以上、60歳以
上65歳未満

60歳到達時に比べ賃金が75％未満に下がった

再就職を前提に求職活動を
していないと受給資格はない

再就職

正社員の所定労働時間の３/４以上の労働をする場
合（101人以上（※）の企業は週の所定労働時間20時
間以上または月額賃金88,000円以上等で働く）、
勤務先の健康保険に加入できる
（※）2024年10月から51人以上

個人事業主になる、法人を立ち上げる

リタイア生活

継続雇用

再就職

起業

働かない

別の会社に
就職

再就職先が
決まっている

再就職先が
決まっていない

P7参照

求職活動

P7参照

勤務先の健康保険に加入しない場合（75歳になるまで）

定年退職後は、そのまま同じ会社で働く、別の会社に再就職　する、リタイアするなど、
様々な選択肢があります。定年前は会社に任せきりだった　社会保険関連の手続きは、
原則、自分からの申出が必要です。

基本手当の申請

高年齢雇用継続基本給付金の申請
高年齢求職者給付金

基本手当の申請
または

基本手当の　　給付日数が1/3以上残っている

再就職　手当の申請

高年齢再就職給付金の申請
基本手当の給付日数が100日以上残っている場合。再就職手
当との併用不可
※雇用保険の被保険者期間が5年以上、60歳以上65歳未満

勤務先の健康保険に加入
下記のいずれかを選択する

①　退職前の健康保険の任意継続
②　国民健康保険
③　家族の健康保険の扶養に入る
60歳以上の人は、年収が180万円未満、家族の年収の1/2未満で、家族と同居して
いること。（別居は180万円未満で仕送り額より少ない）

P8参照

定年後の就業状況によって、申請する手当や加入できる制度が異なります。

雇
用
保
険

健
康
保
険



「セカンドライフ」編 雇用保険（失業保険） 「セカンドライフ」編 健康保険

6,945円

7,715円

8,490円

7,294円

2023 ～

雇用保険の基本手当（失業給付）は年齢や働き方に
よって異なります。早めに“これから”を考えて
より有利な選択をしましょう。

比べるのは保険料と給付内容。
すでに加入している保険を任意継続した後に
国民健康保険に変更するのが一般的です。

65歳までの退職：雇用保険の基本手当（失業給付）と年金のどちらが有利かを確認しましょう。
（一般的に雇用保険の方が支給額は多い）

定年退職は受給期間（原則、退職の翌日から1年間）を延長できるので、すぐに働かない場合は、
受給期間の延長手続きをしましょう。

65歳前後の退職：支給される給付が全く違うので、どのようにするかを検討しましょう。

国民健康保険は前年の収入で保険料が決まるので、時期をみて国民健康保険に変更した方が
有利です。

の受給権があること

退職日

預金通帳

マイナンバーカード（通知カード）
（通帳使用印）

マイナンバーカード（通知カード）

※マイナンバーカード提示で省略可能2.4



●確定拠出年金（DC）の受取時の税金

●退職時の住民税

●確定申告をしたほうがいいケース

選 択 基 準

親が入院

親の懐事情を確認
　・預貯金（キャッシュカードの有無）
　・年金年額
　・株や不動産の資産
　・医療保険、生命保険（保険証券の保管場所）

親のお金で可能な範囲の介護をする

YES 

退院前に、病院で今後の方針を相談

介護保険の要介護認定を申請する

介護態勢を定期的にチェック

地域包括支援センターに相談して施設情報を把握する
※各市町村にあるので親の住所の自治体に問合せると、

無料で専門知識を持った職員に相談でき必要な情報を得られる

市区町村から要介護度を認定される（申請後30日以内）
※「要支援1・2」「要介護1～5」と判定された人は、1ヶ月当たりの支給限度額の範囲内であれば、所得に応じて
　1～3割の自己負担で介護（予防）サービスを利用できる（支給限度額：要介護5の場合、最大約362,170円）

ケアマネージャーと契約し、ケアプラン作成を依頼
※地域包括支援センターでケアマネージャーが所属する事業所リストをもらう

1年間に使える金額を考える
親の預貯金額（　　　　　　）万円

100歳　－　現在の親の年齢（　　　）歳
＋親の年金年額（　　　）万円 ＋子の負担年額（　　　）万円 

退職金がない、退職金が少ない方 一時金でもらう
（退職所得控除の範囲内だと税金ゼロ）

①税金がかからない・少ないのはどの方法か
②社会保険料の負担増になるか
③DCの手数料負担額

【一般的な方法】

退職金が多い方 一時金でもらうが、退職金と年度をずらしてもらう
（税率を低く抑えられる）

NO 
子は無理のない範囲で介護費用を負担する

公的年金等が少ない方 公的年金等控除の範囲内であれば年金でもらう
（ただし、DC運用中の手数料がかかる）

※親が100歳まで生きると仮定する

「セカンドライフ」編 退職金と確定拠出年金の受け取り方「セカンドライフ」編 介護保険

介護に関連するお金については、
まず地域包括支援センターに相談しましょう。

確定拠出年金は受け取り方で税金が大きく異なる
場合があります。また、退職後の住民税に
戸惑う方が多いようです。

お金を払ってプロに頼むことも考えましょう。
親の懐事情を考慮して介護方針を決めましょう。

確定拠出年金を「年金受け取り」「退職金と同時期に一時金受け取り」「退職金と異なる
年に一時金受け取り」する中で、一番税金が少ない受け取り方は人により違います。
退職した給与所得に対する住民税は翌年支払います。また、退職月で住民税の納め方が変わります。

介護をする時に考えておきたいこと



617,654

25,576

320,627

80,502

20,115

24,421

13,000

11,293

13,708

50,688

18,126

29,737

59,036

116,740 

180,286

2022

22

（金融資産保有世帯）

「お金」編 これから必要なお金（家計） 「お金」編 あなたの家の本当の資産額はいくら？

家計はすべてを節約するのではなく、
こだわりの部分を持った
メリハリのあるものにしましょう。

我が家の資産はどのくらいか。使えるお金と
必要なお金が釣り合っているのかを
把握することが重要です。

246,034

217,060

239,441

68,078

15,791

22,574

10,397

5,087

15,933

29,748

2

21,804

50,028

32,449

▲25,855

134,915

121,496

143,139

37,485

12,746

14,704

5,956

3,150

8,128

14,625

0

14,473

31,872

12,356 

▲20,580

689

18

179

23

97

63

320

147

32

24

1,593

現在の家計から将来の家計を予測しましょう。 定年後に使えるお金とは、年金や退職金と下記の計算による
「現在の本当のたくわえ＝資産額」の合計金額です。

現在の本当のたくわえ（資産額）

※



住民税非課税者

※1 世帯全員が住民税非課税、かつ世帯全員の所得がゼロ（公的年金は控除額を80万円として所得を計算）

メリット ご注意点

繰上返済で返済期間が短縮
されますが、住宅ローン控除
のメリットが少なくなる、家族
のまとまった費用支出時に資
金（現預金）が不足する可能
性があります。

69 下

年収約1,160万円～
年収約770～1,160万円
年収約370～770万円

252,600円＋（医療費－842,000）×1％
167,400円＋（医療費－558,000）×1％
  80,100円＋（医療費－267,000）×1％

24,600円
15,000円

Ⅱ住民税非課税世帯
Ⅰ住民税非課税世帯 ※1

現役並み

一般

住民税
非課税等

57,600円年収約156～370万円

8,000円

18,000円（年間上
限14万4千円）

ひと月の上限額（世帯ごと）
外来（個人ごと）

大切なお金の管理方法 生命保険見直しシート「お金」編 2「お金」編 大切なお金の管理方法 住宅ローン1

住宅ローン控除
資金（現預金）

現在払い続けているローンを
どのようにしていくか検討しましょう。

これから必要な保障を考えて、
生命保険を見直しましょう。

1.金利が高い 2.残高が多い 3.返済期間が長い
これらのものから早く返すといいでしょう。

死亡保障から医療保障・年金へとシフトする方が多いです。
医療を終身保障にするか、70歳、80歳までなどにするかを考えましょう。
保険料に無理はないかをチェックしましょう。

公的医療保険の自己負担割合



お金の運用 4つに分けて商品を選ぶ「お金」編 1「お金」編 大切なお金の管理方法 損害保険見直しシート3

建物と家財を守ってくれる損害保険の
内容について、確認しましょう。

いつ使うお金かによって重視することは違うので、
お金を4つに分けて商品を考えましょう。

「火災・風災」「水災」「盗難・水漏れ」「破損等」のどのリスクに備えるか？
家財（家具・洋服・電化製品など）に保険をかけるかどうか？
建物と家財に地震保険をつけるかどうか？（一般の火災保険では、地震を原因とする
火災損害は補償されない）

換金性、安全性、収益性とリスクのバランス、何を重視しますか？



お金の運用 NISAの活用「お金」編 3「お金」編 お金の運用 投資の基本2

投資信託のポートフォリオを考えてみよう。

（2023年11月現在） 2023年4月現在の税制・関係法令等です。

ポートフォリオとは、「さまざまな金融商品の組み合わせ」をいいます。
長期運用：値動きのある商品なので毎日の値動きよりも、長期間での値動きを重視しましょう。
分散投資：ひとつに集中するのではなく、値動きの違うもの（例えば日本株式と外国債券）に

投資する商品を合わせ持ちましょう。

「NISA」を使うと、投資信託の
分配金と譲渡益を非課税で受け取ることができます。
運用で上手な節税をしましょう。

「特定口座」「一般口座」で購入した株式投資信託等の売買益や配当金等は20.315％課税され
ます。
「NISA」で購入した株式投資信託等の売買益や配当金等は非課税です。

【 特定・一般口座　税率20.315％ 】　

◀併用可▶

NISAのイメージ

2024年1月以降のNISA

年間投資可能額

最大投資枠

非課税保有期限
非課税期間

投資対象

売却時投資枠復活

合せて1,800万円
（うち成長投資枠は1,200万円

期限なし
期限なし

あり あり

長期の積立・分散投資に
適した一定の投資信託

上場株式、投資信託等
（当行では投資信託のみの取扱い）

①整理・監理銘柄
②信託期間20年未満、高レバレッジおよび
　毎月分配型の投資信託等は対象外

120万円 240万円

つみたて投資枠 成長投資枠

投資元本
100万円

100万円で購入

投資元本
100万円

税金

税引後収益

150万円で売却

【 NISA口座　税率0％ 】

投資元本
100万円

100万円で購入

投資元本
100万円

税引後収益

150万円で売却

受取金額
約140万円

税金
約10万円

受取金額
150万円



家庭裁判所に持ち込まれる財産分けのトラブルの70％は相続財産5千万円以下です。
相続法の改正により自筆証書遺言の作成方法と保管方法が変わりました。

借入金も相続財産なので、相続するかどうかを3ヵ月以内に決めることが大切です。
限定承認は相続人全員でなければできません。

●遺言書の作成時の留意点
・遺言内容の実現をスムースに行うために、遺言執行者を指定しておく
・円滑に相続できるように、全ての相続財産の分割方法を指定しておく
・遺留分問題の回避方法を考えておく

●代表的な遺言書の種類
自筆証書遺言 公正証書遺言

作成方法

家庭裁判所
の検認

秘密証書遺言

遺言者が遺言の全文、日
付、氏名等を書き押印。
ただし、相続財産に添付
する目録は自書しなくて
もよい（目録の毎葉ごと
に署名押印）

2人以上の証人が立会
い、遺言者が口述して、
公証人が筆記する

遺言者が遺言書に署名
押印して封印⇒2人以
上の証人が立会い公証
人に提出⇒公証人が日
付などを記載後、各自署
名押印する

・自分で保管：必要

・法務局に保管：不要

・不要（公証役場に保
管）

・必要

留意事項
・方式不備で無効とな
る可能性がある

・多少の費用がかかる
・証人と公証人に内容
が知られる

※検認とは、家庭裁判所が遺言書の形式・状態等を調査・確認する手続き（約2ヵ月半）。

遺言書がない場合、亡くなった方の財産は、
相続人全員による遺産分割協議により、
その取得者を決定します。

相続の放棄は相続開始を知った日から
原則3ヵ月以内でなければできません。

「相続の知識」編 遺言書 「相続の知識」編 相続の承認と放棄

・方式不備で無効とな
る可能性がある

・自分で保管
・費用は11,000円



2023 2023

「相続の知識」編 相続のスケジュール 「相続の知識」編 相続税

相続税の申告期限は10ヵ月。この間に遺産の分割が確定しない場合、
「配偶者の税額軽減の特例」や「小規模宅地の評価減の特例」が適用できない、
物納ができない、などの問題が出てきます。

課税価格が基礎控除以下の場合、相続税はかかりません。（申告不要）
妻は相続財産が1億6千万円まで、もしくは法定相続分相当額以下であれば、
相続税はかかりません。（申告必要）
遺産には被相続人からの3年以内 ※1 の贈与財産も含めて相続税を計算します。

計算方法は複雑ですが、相続税が課税されるか
どうかを確認しておくことが大切です。

遺産分割の流れをおさえて、「相続の承認と放棄」
「準確定申告」「相続税の申告」を期限内に
行ないましょう。

仮の

仮の 仮の

※2

※2
※2

※2

※3

※3

※1

※1 2024年1月1日より順次延長され、2031年1月1日に7年になる



苫小牧

ローンに関するご相談

●投資信託・生命保険・公共債・金融商品仲介に関するお問い合せ
　資産運用コールセンター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0120-950-060
　フリーダイヤルをご利用いただけない場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・011-818-1113

●生命保険の見直しに関するご相談
　どうぎん保険プラザ大通・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・011-233-1322

●年金に関するご相談・「年金講演会」「年金・個別相談会」のお問い合せ
　北海道銀行デジタル戦略部（年金デスク）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0120-705-501
　フリーダイヤルをご利用いただけない場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・011-233-1105

●住宅ローンの新規お申し込みに関するお問合せ、ご相談
※28ページの各ローンプラザをご参照ください。

●各種ローン（住宅ローン、アパートローン、カードローンを除く）のお問い合わせ、ご相談
　パーソナルセンター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0120-52-0116

●ラピッドカードローンのお申込み、お問い合わせ、ご相談
　ラピッド支店・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0120-433-919

インターネット・モバイルバンキング・どうぎんアプリに関するご相談（個人のお客様）
●ダイレクトサービス・テレホンバンキング・どうぎんアプリに関するお問い合わせ
　　ダイレクトバンキングセンター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0120-506-201
　　フリーダイヤルをご利用いただけない場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・011-818-1125

●ダイレクトサービスの操作方法に関するお問い合わせ
　インターネットバンキング ヘルプデスク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0120-002-250

苦情等のご相談専用ダイヤル、銀行に関するご相談・ご照会
　北海道銀行　お客様相談室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・011-251-1336

資産運用、年金に関するご相談

※2023年11月現在



本資料に関する留意事項

●この資料は、情報提供を目的として作成したものであり、特定の投資信託・生命保険・株式・
債券等の売買を推奨・勧誘するものではありません。
●この資料の内容は作成日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
●この資料は、当行が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確
性・完全性を保証するものではありません。
●この資料のデータ・分析等は過去の一定期間の実績に基づくものであり、将来の投資成果およ
び市場環境の変動等を保証もしくは予想するものではありません。
●投資の最終決定はご自身でご判断願います。
●この資料の内容は、作成日時点の税制に基づいて作成しております。今後の税制改正等に伴い
内容が変更になる可能性があります。なお、税金に関するご相談については、専門の税理士等
にご確認ください。
●この資料でご案内する商品には、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標
に係る変動を直接の原因として損失が生じるリスクがあります（リスクの詳細は商品ごとに異
なります）。また、購入・保有・解約等にかかる手数料は商品毎に異なりますので表示するこ
とができません。
●各商品のリスクや手数料等については、各商品の説明書等でご確認ください。説明書等は窓口
にてご用意しております。

リスク性金融商品における留意事項

【投資信託についての留意事項】
●投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
●当行で取扱う投資信託は、投資者保護基金の規定にもとづく支払い対象ではありません。
●北海道銀行は投資信託の募集・お申込等のお取扱を行い、投資信託の設定・運用は運用会社、
信託財産の管理等は信託銀行が行います。
●一部の投資信託には、信託期間中に中途換金ができないものや、換金可能日時があらかじめ制
限されているものがあります。
●投資信託は、株式・債券・リートなど（外貨建てを含みます）の価格の変動をともなう金融商
品に投資するため、各市場の変動により投資元本を割込むことがあります。したがって、元本
が保証されているものではありません。主なリスクとして、価格変動リスク、為替変動リス
ク、信用リスク、流動性リスク等があります。
●投資信託には、最大3.85％の申込手数料、最大年率2.2％の運用管理費用（信託報酬）、基準
価額の最大1.2％の信託財産留保額、その他の費用（監査費用、売買委託手数料、外貨建資産
の保管費用等）がかかります。各商品ごとで金額が異なるため、目論見書や契約締結前交付書
面等でご確認ください。

【公共債についての留意事項】
●公共債は預金でなく、預金保険の対象ではありません。また、投資者保護基金の対象ではあり
ません。
●公共債は、発行者の信用状況の変化等により、投資元本を割込むことがあります。
●公共債（個人向け国債を除きます）は、金利の変動等により上下する金利・価格変動リスクが
あります。したがって、公共債を償還前に売却して換金される場合には、その時の債券相場に
もとづき当行が算出した価格で買取りしますので、投資元本を割込むことがあります。
●公共債を購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
●個人向け国債「10年変動金利型」「5年固定金利型」「3年固定金利型」は発行日から1年経過
するまでは、原則として中途換金することはできません。
●公共債のお取引は、クーリングオフの対象にはなりません。
●個人向け国債を中途換金する際、原則として次の算式によって算出される中途換金調整額が、
売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差引かれます。
　・直前2回分の各利子（税引前）相当額×0.79685

　※ただし、ご購入時に初回の利子の調整が必要となる銘柄については、中途換金禁止期間およ
び中途換金禁止期間明けの1回目の利払日の前日までに中途換金する場合、中途換金調整額
から初回利子調整額が差し引かれます。

【生命保険についての注意事項】
●生命保険は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
●生命保険は、元本が保証された商品ではありません。
●当行で取扱う生命保険商品は、商品の種類によって株式・債券など（外貨建てを含みます）の
価格の変動をともなう金融商品に投資するため、各市場の変動により将来受取る金額が変動
し、投資元本を下回ることがあります。
●当行での保険商品のご加入の有無が、当行における他のお取引に影響をおよぼすことは一切あ
りません。
●当行がおこなう生命保険の募集は、お客様と保険会社の保険契約締結の媒介をおこなうもの
で、保険契約締結の代理権はありません。
●生命保険には所定の手数料などの諸費用がかかる場合があります。ご負担いただく諸費用やそ
の料率は商品によって異なりますので、詳しくは各商品のパンフレット、契約締結前交付書面
（契約概要／注意喚起情報）、ご契約のしおり（定款・約款）、特別勘定のしおり（変額（個
人年金）保険のみ）などをご確認ください。

※2023年4月現在の税制・関係法令等に基づき記載しており、今後、税務の取扱い等が変わる場合があります。



※2023年11月現在

プライベートバンキングセンター札幌中央 011-688-5065
　札幌市中央区北1条西24丁目2番11号　鳥居前支店内
プライベートバンキングセンター札幌東 011-776-7007
　札幌市東区北23条東8丁目3番5号　美香保支店内
プライベートバンキングセンター札幌西 011-213-9446
　札幌市西区山の手3条1丁目3番22号　琴似支店内
プライベートバンキングセンター札幌南 011-876-0066
　札幌市南区澄川3条2丁目3番11号　澄川支店内
プライベートバンキングセンター麻生 011-788-2794
　札幌市北区麻生町5丁目1番24号　麻生支店内
プライベートバンキングセンター月寒 011-876-8218
　札幌市白石区南郷通19丁目南3番5号　流通センター前支店内
プライベートバンキングセンター白石 011-827-7355
　札幌市白石区本通5丁目北1番22号　白石支店内
プライベートバンキングセンター厚別 011-595-8248
　札幌市白石区南郷通19丁目南3番5号　流通センター前支店内

どうぎん保険プラザ大通 011-233-1322
　札幌市中央区大通西4丁目1番地　新大通ビルディング1階
　　
ローンプラザ　大通 011-233-1122
　札幌市中央区大通西4丁目1番地　新大通ビルディング2階
ローンプラザ　麻生 011-707-5180
　札幌市北区麻生町5丁目1番24号　麻生支店内
ローンプラザ　新さっぽろ 011-896-2501
　札幌市厚別区厚別中央2条5丁目7番2号　新さっぽろ支店内
ローンプラザ　月寒 011-595-8017
　札幌市豊平区月寒中央通7丁目3番13号　月寒支店内
ローンプラザ　琴似 011-676-8339
　札幌市西区山の手3条1丁目3番22号　琴似支店内
ローンプラザ　函館 0138-42-1700
　函館市美原1丁目18番7号　美原支店内
ローンプラザ　旭川 0166-26-0198
　旭川市豊岡3条3丁目2番9号　豊岡支店内
ローンプラザ　苫小牧 0144-33-9920
　苫小牧市表町2丁目1番14号　王子不動産第3ビル1階
ローンプラザ　釧路 0154-23-3118
　釧路市北大通10丁目2番地1　釧路支店内
ローンプラザ　帯広 0155-23-7173
　帯広市西3条南9丁目23番地　帯広経済センタービル東館2階
ローンプラザ　千歳 0123-27-4500
　千歳市千代田町7丁目1789番3　千歳ステーションプラザ1階
ローンプラザ　小樽 0134-24-5900
　小樽市稲穂2丁目8番9号　小樽支店内
ローンプラザ　室蘭 0143-46-7700
　室蘭市中島町1丁目22番5号　室蘭支店内
ローンプラザ　北見 0157-61-1200
　北見市栄町1丁目1番地の7　北見とん田支店内

ラピッド支店 0120-433-919
地下鉄大通駅出張所（口座開設プラザ・外貨両替プラザ） 011-233-1167
　札幌市中央区南1条西4丁目　日之出ビル地下2階

名寄市西4条南7丁目5番地

東京都中央区日本橋室町3丁目2番1号 日本橋室町三井タワー5階

（釧路支店の店舗内店舗）

7丁目1789番3　千歳ステーションプラザ1階

23

（本店営業部の店舗内店舗）

（小樽支店の店舗内店舗）

（岩内支店の店舗内店舗）

5番地1

NISEKO出張所 倶知安町ニセコひらふ1条3丁目6番24号 hirafu188 1階
0136-22-5088

（旭川支店の店舗内店舗）

（伊達支店の店舗内店舗）

（稚内支店の店舗内店舗）

（留萌支店の店舗内店舗）

（北見支店の店舗内店舗）
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